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『非課税上場株式等管理に関する約款』改定のお知らせ 

株式会社 荘内銀⾏ 
 
 
 

当⾏では、平成 29 年 7 月 1 日以降、新約款を適用させていただきます。 
なお、改定後の新約款は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。 
 
 

１．対象となる約款 
 

非課税上場株式等管理に関する約款 
 
 
 
２．改正の主な内容 
 

●平成 29 年分の非課税管理勘定が設定されている NISA 口座を開設し、個人番号の告知をしているお客
さまについては、特段の手続きをすることなく、引続き平成 30 年分以後の非課税管理勘定をご利用い
ただけます。 

●平成 30 年以降の勘定設定期間で NISA 口座を開設する場合は、住⺠票の写しが不要となります。 

 
=== 改定後の約款につきましては、「非課税上場株式等管理に関する約款」をご確認ください。=== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改定内容の詳細につきましては、下記フリーダイヤルまでお問合せください。 
 

 



⾮課税上場株式等管理に関する約款 新旧対照表 
 

現⾏ 改定 
（⾮課税⼝座開設届出書等の提出等） 
第 ３ 条 お客さまが⾮課税⼝座に係る⾮課税の特例の適⽤を受け

るためには、当⾏に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第
1 号、第 6 項および第 20 項に基づき「⾮課税適⽤確認書の交付
申請書兼⾮課税⼝座開設届出書」および住⺠票の写し等または「⾮
課税⼝座開設届出書」および「⾮課税適⽤確認書」、「⾮課税⼝座
廃⽌通知書」もしくは「⾮課税管理勘定廃⽌通知書」を、当⾏が
定める期間に提出していただきます。 

ただし、「⾮課税⼝座廃⽌通知書」または「⾮課税管理勘定廃
⽌通知書」については、⾮課税⼝座を再開設しようとする年（以
下「再開設年」といいます。）または⾮課税管理勘定を再設定し
ようとする年（以下「再設定年」といいます。）の前年 10 ⽉ 1 ⽇
から再開設年または再設定年の 9 ⽉ 30 ⽇までの間で当⾏が定め
る期間に提出してください。また、「⾮課税⼝座廃⽌通知書」が
提出される場合において、当該廃⽌通知書の交付の基因となった
⾮課税⼝座において、当該⾮課税⼝座を廃⽌した⽇の属する年分
の⾮課税管理勘定に上場株式等の受⼊れが⾏われていた場合に
は、当⾏当該⾮課税⼝座を廃⽌した⽇から同⽇の属する年の 9 ⽉
30 ⽇までの間は当該廃⽌通知書を受理することができません。

なお、当⾏では別途税務署より交付を受けた「⾮課税適⽤確認
書」を併せて受領し、当⾏所定の⽅法で保管いたします。 

 
 
 
 

 
２ お客さまは、前項の「⾮課税適⽤確認書の交付申請書兼⾮課税

⼝座開設届出書」等を提出される際に、当⾏に対し、住⺠票の写
し、個⼈番号カードその他⼀定の書類を提⽰いただき、ご⽒名、
⽣年⽉⽇、ご住所および個⼈番号（お客さまが租税特別措置法施
⾏令第 25 条の 13 第 13 項の規定に該当する場合には、ご⽒名、
⽣年⽉⽇およびご住所）を告知し、租税特別措置法その他の法令
で定める本⼈確認を受ける必要があります。 

３ 前項の「⾮課税適⽤確認書の交付申請書兼⾮課税⼝座開設届出
書」は、当該⾮課税の適⽤を受けようとする年の 1 ⽉ 1 ⽇におい
て満 20 歳以上の居住者または国内に恒久的施設を有する⾮居住
者であるお客さまが提出することができます。 

４ 「⾮課税適⽤確認書の交付申請書兼⾮課税⼝座開設届出書」に
ついて、同⼀の勘定設定期間に当⾏または他の⾦融機関若しくは
証券会社に重複して提出することはできません。 

５ お客さまが⾮課税⼝座に係る⾮課税の特例の適⽤を受けること
をやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 17 項に規定
する「⾮課税⼝座廃⽌届出書」を提出して下さい。 

６ 当⾏が「⾮課税⼝座廃⽌届出書」の提出を受けた場合で、その提出
を受けた⽇において次の各号に該当するとき、当⾏はお客さまに租税
特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 5 号に規定する「⾮課税⼝座廃⽌
通知書」を交付します。 
① 1 ⽉ 1 ⽇から 9 ⽉ 30 ⽇までの間に受けた場合○⾮課税⼝座

に同⽇の属する年分の⾮課税管理勘定が設けられていたとき 
② 10 ⽉ 1 ⽇から 12 ⽉ 31 ⽇までの間に受けた場合○⾮課税⼝

座に同⽇の属する年分の翌年分の⾮課税管理勘定が設けられ
ることとなっていたとき 

７ お客さまが当⾏の⾮課税⼝座に設けられるべき⾮課税管理勘定
を他の⾦融機関若しくは証券会社に設けようとする場合は、⾮課
税⼝座に当該⾮課税管理勘定が設けられる⽇の属する年（以下「設
定年」といいます。）の前年 10 ⽉ 1 ⽇から設定年の 9 ⽉ 30 ⽇ま
での間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 14 項に規定する「⾦
融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該
変更届出書が提出される⽇以前に、設定年分の⾮課税管理勘定に
上場株式等の受⼊れが⾏われていた場合には、当⾏は当該変更届
出書を受理することができません。

（⾮課税⼝座開設届出書等の提出等） 
第 ３ 条 お客さまが⾮課税⼝座に係る⾮課税の特例の適⽤を受け

るためには、当⾏に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第
1 号、第 6 項および第 20 項に基づき「⾮課税適⽤確認書の交付
申請書兼⾮課税⼝座開設届出書」および住⺠票の写し等（住⺠票
の写し等については、平成 29 年 9 ⽉ 30 ⽇までに⾮課税適⽤確認
書の交付申請⼿続きを⾏う場合に限ります。）、「⾮課税適⽤確認書
の交付申請書」（すでに当⾏に⾮課税⼝座を開設しており、平成
30 年分以後の勘定設定期間に係る「⾮課税適⽤確認書の交付申請
書」を他の⾦融機関もしくは証券会社に提出していない場合に限
ります。）または「⾮課税⼝座開設届出書」および「⾮課税適⽤確
認書」、「⾮課税⼝座廃⽌通知書」もしくは「⾮課税管理勘定廃⽌
通知書」を、当⾏が定める期間に提出していただきます。 

ただし、「⾮課税⼝座廃⽌通知書」または「⾮課税管理勘定廃
⽌通知書」については、⾮課税⼝座を再開設しようとする年（以
下「再開設年」といいます。）または⾮課税管理勘定を再設定し
ようとする年（以下「再設定年」といいます。）の前年 10 ⽉ 1 ⽇
から再開設年または再設定年の 9 ⽉ 30 ⽇までの間で当⾏が定め
る期間に提出してください。また、「⾮課税⼝座廃⽌通知書」が
提出される場合において、当該廃⽌通知書の交付の基因となった
⾮課税⼝座において、当該⾮課税⼝座を廃⽌した⽇の属する年分
の⾮課税管理勘定に上場株式等の受⼊れが⾏われていた場合に
は、当⾏当該⾮課税⼝座を廃⽌した⽇から同⽇の属する年の 9 ⽉
30 ⽇までの間は当該廃⽌通知書を受理することができません。

なお、当⾏では別途税務署より交付を受けた「⾮課税適⽤確認
書」を併せて受領し、当⾏所定の⽅法で保管いたします。 

２ お客さまは、前項の「⾮課税適⽤確認書の交付申請書兼⾮課税
⼝座開設届出書」等を提出される際に、当⾏に対し、住⺠票の写
し、個⼈番号カードその他⼀定の書類を提⽰いただき、ご⽒名、
⽣年⽉⽇、ご住所および個⼈番号（お客さまが租税特別措置法施
⾏令第 25 条の 13 第 13 項の規定に該当する場合には、ご⽒名、
⽣年⽉⽇およびご住所）を告知し、租税特別措置法その他の法令
で定める本⼈確認を受ける必要があります。 

３ 前項の「⾮課税適⽤確認書の交付申請書兼⾮課税⼝座開設届出
書」は、当該⾮課税の適⽤を受けようとする年の 1 ⽉ 1 ⽇におい
て満 20 歳以上の居住者または国内に恒久的施設を有する⾮居住
者であるお客さまが提出することができます。 

４ 「⾮課税適⽤確認書の交付申請書兼⾮課税⼝座開設届出書」に
ついて、同⼀の勘定設定期間に当⾏または他の⾦融機関若しくは
証券会社に重複して提出することはできません。 

５ お客さまが⾮課税⼝座に係る⾮課税の特例の適⽤を受けること
をやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 17 項に規定
する「⾮課税⼝座廃⽌届出書」を提出して下さい。 

６ 当⾏が「⾮課税⼝座廃⽌届出書」の提出を受けた場合で、その提出
を受けた⽇において次の各号に該当するとき、当⾏はお客さまに租税
特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 5 号に規定する「⾮課税⼝座廃⽌
通知書」を交付します。 
① 1 ⽉ 1 ⽇から 9 ⽉ 30 ⽇までの間に受けた場合○⾮課税⼝座

に同⽇の属する年分の⾮課税管理勘定が設けられていたとき 
② 10 ⽉ 1 ⽇から 12 ⽉ 31 ⽇までの間に受けた場合○⾮課税⼝

座に同⽇の属する年分の翌年分の⾮課税管理勘定が設けられ
ることとなっていたとき 

７ お客さまが当⾏の⾮課税⼝座に設けられるべき⾮課税管理勘定
を他の⾦融機関若しくは証券会社に設けようとする場合は、⾮課
税⼝座に当該⾮課税管理勘定が設けられる⽇の属する年（以下「設
定年」といいます。）の前年 10 ⽉ 1 ⽇から設定年の 9 ⽉ 30 ⽇ま
での間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 14 項に規定する「⾦
融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該
変更届出書が提出される⽇以前に、設定年分の⾮課税管理勘定に
上場株式等の受⼊れが⾏われていた場合には、当⾏は当該変更届
出書を受理することができません。 



 

８ 当⾏は、当該変更届出書を受理したときに⾮課税⼝座に設定年
に係る⾮課税管理勘定が既に設けられている場合には当該⾮課税
管理勘定を廃⽌し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5
項第 4 号に規定する「⾮課税管理勘定廃⽌通知書」を交付します。

（新      設） 
 
 
 
 
 
 
 
（⾮課税管理勘定の設定） 
第 ４ 条 ⾮課税⼝座に係る⾮課税の特例の適⽤を受けるための⾮

課税管理勘定（この契約に基づき当該⼝座に記載または記録され
る上場株式等（租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項各号に規定す
る株式等をいいます。以下同じ。）につき、当該記載または記録を
他の取引に関する記録と区分して⾏うための勘定で、平成 26 年
から平成 35 年までの各年に設けられるものをいいます。以下同
じ。）は、第 2 条第 1 項の「⾮課税適⽤確認書」、「⾮課税⼝座廃
⽌通知書」または「⾮課税管理勘定廃⽌通知書」に記載された勘
定設定期間においてのみ設けられます。 

（以下省略） 
 
 

付 則 
 

この約款の改定は、平成 29 年 3 ⽉ 1 ⽇より適⽤するものとします。
 

以 上
 

平成 29 年 2 ⽉ 1 ⽇ 改定

８ 当⾏は、当該変更届出書を受理したときに⾮課税⼝座に設定年
に係る⾮課税管理勘定が既に設けられている場合には当該⾮課税
管理勘定を廃⽌し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5
項第 4 号に規定する「⾮課税管理勘定廃⽌通知書」を交付します。

９ 平成 29 年 10 ⽉ 1 ⽇時点で当⾏に開設した⾮課税⼝座に平成
29 年分の⾮課税管理勘定が設けられており、当⾏に個⼈番号の告
知を⾏っているお客さまのうち、同⽇前に当⾏に対して「⾮課税
適⽤確認書の交付申請書のみなし提出不適⽤届出書」を提出しな
かったお客さまにつきましては、平成 30 年分以後の勘定設定期
間に係る「⾮課税適⽤確認書の交付申請書」を提出したものとみ
なし、第 1 項の規定を適⽤します。 

 
（⾮課税管理勘定の設定） 
第 ４ 条 ⾮課税⼝座に係る⾮課税の特例の適⽤を受けるための⾮

課税管理勘定（この契約に基づき当該⼝座に記載または記録され
る上場株式等（租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項各号に掲げる
株式等をいいます。以下同じ。）につき、当該記載または記録を他
の取引に関する記録と区分して⾏うための勘定で、平成 26 年か
ら平成 35 年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。）
は、第 2 条第 1 項の「⾮課税適⽤確認書」、「⾮課税⼝座廃⽌通知
書」または「⾮課税管理勘定廃⽌通知書」に記載された勘定設定
期間においてのみ設けられます。 

（以下省略） 
 
 

付 則 
 

この約款の改定は、平成 29 年 7 ⽉ 1 ⽇より適⽤するものとします。
 

以 上
 

平成 29 年 6 ⽉ 1 ⽇ 改定
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